
YouTube 【宅建動画の渋谷会】 佐伯竜                                    毎朝一問 《権利関係》 

【渋谷会】佐伯講師の担当講座  https://shibuyakai.com/ 

同時履行 宅建 H15-09-2 ≪#688≫ 

【問】 正誤をつけよ。 

目的物の引渡しを要する請負契約における目的物引渡債務と報酬支払債務とは、同時履

行の関係に立つ。 

 

 

 

 

 

 

 

【答え】 正しい 

 

≪ポイント≫ 報酬の支払時期 【宅建 ★基本頻出】 

報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。 （民法 633 条本文） 

 

 

 

※ 請負 

①仕事の完成 （先履行） 

   ②完成物の引渡し ⇔ 報酬の支払い （同時履行） 

 

 


